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１．騒音試験の予約 

２．試験依頼書の受付 

３．試験日時・場所の決定・キャンセル等 

加速走行騒音試験実施に当たっての注意事項 (2025.4) 
 

 
 

 

(1) 非認証輸入自動車等加速走行騒音試験（以下「騒音試験」という。）の依頼者は、試験依

頼書の提出に先立って試験の予約を行うことができます。 

連絡先 昭島研究室管理課 ＴＥＬ：０４２－５４４－１００４ 

ＦＡＸ：０４２－５４４－１０１５ 
 

 

(1) 騒音試験の依頼者は、試験依頼書等の提出が必要です。 

(2) 受付業務のご案内及び受付は、公益財団法人日本自動車輸送技術協会昭島研究室管理課で 

行っています。 

(3) 騒音試験の受付には、次の書類等が必要です。 

① 試験依頼書（第１号様式） 

② 非認証輸入自動車の場合は、騒音試験依頼に係る「自動車通関証明書」の原本、改造車

等の場合は、「自動車検査証又は完成検査終了証」等の写し 

③ 試験自動車諸元表（第２号様式） 

なお、「自動車通関証明書」の原本は、受付後にお返しいたします。また、試験終了後は、原則

として、諸元表等の訂正は行いませんので、誤記入がないことをご確認ください。 

 

(1) 試験日と試験場所は、申請者のご希望をお聞きした上で、調整し決定いたします。 

なお、騒音試験は、乾燥路面と風速５ｍ／ｓ以下が試験条件となっております。このた

め、当日の天候によって試験が延期になる場合がありますのでご了承願います。 

(2)  予め天候不順等が見込まれる場合の試験中止の判断は、試験予定日の前日午後２時に協

会担当者が行います。また、試験当日における試験中止の判断は、試験担当者が当日の午前

１１時に行います。 

(3) 騒音試験は、以下の施設をお借りして実施いたします。 

① （独）交通安全環境研究所 自動車試験場第二地区

所在地 ：埼玉県熊谷市上之 2959－22 
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４．試験車の搬入等 

５．騒音試験の実施 

６．試験自動車 

 

② （株）東京サマーランド第２駐車場Ｂ(ファミリーパーク内) 

所在地 ：東京都あきる野市上代継600 

③ （株）レインボーモータースクール交通教育センターレインボー(埼玉) 

所在地 ：埼玉県比企郡川島町出丸下郷 53－1 

(4) 騒音試験の申込及び試験依頼者の都合による試験予定日の延期又はキャンセル等は、昭島

研究室にご連絡ください。但し、試験実施予定日の２営業日前からはキャンセル料が発生し

ます（不可抗力を除く）。その受け付けは月曜日から金曜日までの協会業務時間内（９時から

１２時まで及び１３時から１７時まで）にお願いします。 

 

(1) 試験車の搬入は、上記３．で決定した時間を厳守願います。 

(2) 試験車は、点検・整備要領等により整備されていること。 

(3) 騒音試験の準備完了車は、試験依頼者により騒音試験の実施場所に搬入し、試験終了後、

速やかに搬出してください。搬入・搬出にかかる費用は、依頼者の負担といたします。 

 

(1) 試験依頼者又は自動車整備担当者は、騒音試験当日には立ち会っていただきます。ただし、試

験場所の都合等の理由で立ち会えないとした場合は、協会が指定した場所に待機していただきま

す。 

なお、試験前に「試験依頼書の写し」を協会担当者に提出してください。 

(2) 騒音試験の結果、不合格となった場合、再試験は行いません。なお、試験依頼者が再試験を

望む場合は、再度、依頼を行ってください。 

 

(1) 試験自動車への遮光板、加速ランプ、エンジン回転計等の取付けは、試験依頼者と協会担当

者が相談のうえ実施します。 

(2) 試験は車両総重量で実施するため、試験車にウエート等を積みます。 

(3) 消音器の騒音低減機構を取り外すことができない構造であることが必要です。また、排気

管の開口部の向き等は、保安基準に適合していることが条件です。（保安基準の詳細について

は自動車検査独立行政法人にお尋ねください。） 

(4) 消音器本体の外部構造及び内部部品が恒久的方法（溶接、リベット等）により結合されてい

ることが必要です。ただし、消音器を自動車等に固定するためのネジ止め及びボルトは、こ

の限りでありません。 
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７．試験予定日の延期 

９．騒音防止性能確認標章の発行等 

１０．手数料のお支払 

１１．受付窓口 

 

騒音試験の予定日は、原則として延期はしません。ただし、天候の不順（試験路面が乾 

燥状態にない、風速が５ｍ／ｓ以上）の場合は、新たに試験日を設定します。

 

騒音試験を実施した結果、基準に適合していると認めたときは、加速走行騒音試験結果成

績表を発行します。 

 

(1) 加速走行騒音試験を実施した結果、基準に適合しているときは、試験依頼者の求めに応じて、

騒音防止性能確認標章を発行します。（有料） 

(2) 騒音防止性能確認標章を発行する場合、加速走行騒音試験結果成績表に確認番号を記載しま

す。 

 

(1) 試験手数料は、試験日の前日正午までに本部業務課又は昭島研究室の管理課にお支払いくだ

さい。 

(2)  試験手数料は、料金表に基づき現金又は銀行振込でお願いします。

振込先： 

みずほ銀行 東京営業部 普通預金 2046582   

ザイ）ニホンジドウシヤユソウギジユツキヨウカイ 
 

 

昭島研究室管理課 〒196-0001 東京都昭島市美堀町 4－2－2 

TEL：042－544－1004 FAX：042－544－1015 

８．試験成績表等の交付 


